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世帯と人口
 (住民基本台帳) 
1月1日現在。( )は前月比

世
帯
数

日本人のみの世帯 合　計
外国人のみの世帯
日本人と外国人の世帯

人 

口(

人)

合　計
日本人
外国人

男 女 小　計317,997(108減)
 18,333(162減)
 2,878(     4増)

582,636
(217減)

267,619(  32減)
12,794(  78減)

557,361(  90減)
 25,275( 127減)

289,742(  58減)
12,481(  49減)

339,208
(266減)

●  ？をみつけよう！「？のとびら｣　● サイエンスショー　● 川ガキ復活講座の活動発表
● ゆるっと研究者トーク　● 杉並子どもサイエンスグランプリ「自由研究トークショー｣　ほか

■ 主な出展ブース

■物価高対応子育て応援手当

　国の物価高騰対策として、子育て世帯に対し、物価高対応子育て応援手当（児童1人当たり2万円）を支給します。
また、今後実施する国の重点支援地方交付金を活用した事業をお知らせします。

●対象・手続き

申請が必要（申請期限＝4月30日)

対象

手続き

支給額 児童1人当たり2万円
※児童1人につき1回限り。

■重点支援地方交付金を活用した事業

申請が不要
・杉並区で7年9月分（9月に出生した・海外から転入し
た児童は10月分）の児童手当を受給した方
・7年10月1日～8年3月31日に新たに児童が生まれた方
・離婚などにより、7年10月1日～8年3月31日に新たに
児童手当を受給した方

　2月3日から順次、｢給付についてのお知らせ」を発送
し、登録されている児童手当口座へ振り込みます。

事業名 内容（予定) 問い合わせ

キャッシュレスポイント還元事業

介護サービス事業所、保育所
などへの物価高騰対策補助

対象店舗で2次元コードのキャッシュレス決済（PayPay・
楽天ペイ・d払い・au PAY）を利用すると、20%のポイン
トが還元されます（実施時期＝6・7月)。

産業振興センター商業係☎5347-9135
1万円の購入で1万2千円分使用できる、紙の区内共通商品券
を販売します（販売期間＝7月▶利用期間＝8～10月)。
※区内在住で75歳以上の方へ優先販売の案内を発送します。

杉並区生活応援臨時給付金コールセンター
☎0120-862-066

7年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯に対し､
1世帯当たり2万円を支給します。(案内発送＝3月上旬▶支
給＝3月下旬以降順次）

介護＝介護保険課事業者係☎5307-0333
保育＝保育課保育施設給付係☎5307-0658

介護サービス事業所・保育施設・私立幼稚園などに対し、
物価高騰に対応するための補助金を交付します。

日時･内容日時･内容日時･内容日時･内容

日時

　科学体験・サイエンスショーが大集合す
る科学の祭典です。詳細は、区　　(右2次
元コード）をご覧ください。

HP

3月7日㈯午後5時40分～8時30分＝星空ナイト(5時から整理券配布）
▶8日㈰午前9時～午後4時＝出展ブースほか（一部整理券配布）

　詳細は、区　  （右2次元コード）をご覧ください。HP

■問 社会教育センター☎3317-6621

場所場所場所場所
イ マ ジ ナ ス

IMAGINUS（高円寺北2-14-13）

食べられていく月を望遠鏡で
み

観るとどう観える？

月食観望会の開催
　皆既月食の仕組みを
天文のプロが解説します。

3月3日㈫午後6時15分～7時30分

■場 IMAGINUS（高円寺北2-14-13)　■対 区内在住・在勤・在学の方　■定 100
名（抽選)　■申 申し込みフォーム（右2次元コード）から、2月11日までに申
し込み　■問 コングレ☎6383-0296（午前9時30分～午後5時30分〈火曜日を
除く〉)、社会教育センター☎3317-6621　■他 小学生以下は保護者同伴

？をみつけにおいでよ！

■問 杉並区物価高対応子育て応援手当専用☎5913-9389

プレミアム付商品券事業

生活応援臨時給付金

　物価高騰の影響を受ける区民の皆さん・区内事業者を支援するため、区の実情に即した取り組みを進めていきます。
各事業の詳細は今後、｢広報すぎなみ｣・区　  （右2次元コード）などでお知らせします。HP

　申し込みフォーム（区　   参照)から申請してください。HP

科学系団体などが今年も大集合！

・7年9月30日時点で、杉並区に住民登録があり勤務先から7年9月分（9月に
出生した・海外から転入した児童は10月分）の児童手当を受給した公務員

・児童手当認定時に杉並区に住民登録があり、7年10月1日～8年3月31日に新
たに児童手当を受給した公務員（出生により児童手当の額の改定があった
方を含む）


